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議事概要 １ 開  会 

 ２ 議  題 

 (1) 契約監視委員会決定運営方針の改正（案）について 

 
 委員会の開催及び議決に関する要件（定足数、議決数）の規定を新たに

設ける改正案が承認された。 

   (2) 契約監視委員会議事概要（案）について 

 

①  第１回契約監視委員会議事概要の修正案が承認された。 

②  第２回契約監視委員会議事概要（案） 

    委員が抽出した案件と残りの案件の関連性が記載されていないので第

３回議事概要に記載することになった。（(3)に記載） 

 

(3) 平成２０年度契約案件に対する点検・見直しについて 

 ① 委員が抽出し、点検・見直しをした１３件については、委員会として

議論し意見を共有した。残り１３００件弱の契約の点検・見直しについ

ては、情報通信研究機構が委員会からの意見をベースに点検・見直しを

行う。 

 ② 各委員の意見が総務省への報告様式に正確に反映されていないという

指摘があり、資料相互間の見直し及び修正することが確認された。 

 ③ １者応募・応札の見直しとして業者が特定されるという理由で公募へ

安易に移行するのではなく、１者応募・応札の原因を十分見直す必要が

あるという指摘等があり、委員会の意見としては、１者応札を改善する

ことは難しいものがあるという表現に修正した。 

 
(4) 平成２１年度契約における実質的な競争性確保に関する点検・見直しに

ついて 

 平成２１年度上半期における高落札率（９０％以上）の案件(１７件) 



 
 から抽出された１件に関し、委員（２名）による事前ヒアリングの結果

が報告され、これをもとに全体で議論し、以下の委員会意見をまとめた。 
① 情報通信研究機構の予定価格の算定は市場価格方式によらざるを得

ない案件が多 

く、結果として高落札率となっている。 

② 契約金額が少額な案件については、外部有識者の意見を聴くまでの

合理性はないものの、一定金額以上の契約予定金額の案件についても、

何らかの形で内部統制の構築を検討すべきである。 

(5)その他 

 ① 平成２１年度契約案件の点検・見直しについては、同年度の全契約

案件を行うべく準備作業を進めていたが、改めて総務省へ点検等対象

について確認をしたところ、１２月以降に契約手続きを開始予定のも

のが対象となることが判明したが、確認の結果、対象案件がないこと

から、第３回委員会の議題から削除した。 

 ② 委員長から情報通信研究機構理事長へ提出する鏡文書について議論

を行い、以下の内容に沿って委員長及び事務局で文書を作成すること

とした。 

  ア  平成２０年度契約案件の点検・見直し結果について   

a  情報通信研究機構が分類した資料に基づき各契約ごとにサンプル

を抽出し、各サンプルについて委員が点検・見直しを行い、委員の

意見を委員会として共有化するため全体で議論したこと。 

     b  上記 a で議論し意見集約された、①随意契約の妥当性についての

厳密な検証の必要性 ②１者応札について仕様内容の適正化等に

よる改善の必要性 ③仕様内容や入札参加要件の緩和 ④公告期

間や業務等準備期間の確保 ⑤契約金額の算定の適正化について 

   イ  平成２１年度契約における実質的な競争性確保に関する点検結果に

ついて 

    a   落札率９０％以上の契約１７件のうち１件をサンプル調査し、そ

の結果について委員会で議論し意見を集約したこと。 

    b   上記 a で議論し意見集約された、①高落札率の原因 ②内部統制

の構築の必要性について 

 

３ 今後の開催予定 

  上記(5)①に記載のとおり平成２１年度の契約案件については点検・見

直しがないことから、３月３１日予定の委員会は開催しない。 

 

４ 閉  会 

 


